
大分市自治基本条例検討委員会 
第５回市民部会 

 

 

平成２２年２月２２日（月）１４時から 

大分市役所 議会棟１階 第１委員会室 

 

 

 

次  第 
 

 

１．開 会 
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（１）市民に関する事項について（第１０回全体会議を踏まえた検討） 

 

（２）その他（次回開催日程等） 



資料１

札幌市自治基本条例 宇都宮市自治基本条例 高松市自治基本条例 熊本市自治基本条例 北九州市自治基本条例 函館市自治基本条例 （仮称）大分市自治基本条例
Ｈ１９．４．１施行 Ｈ２１．４．１施行 Ｈ２２．２．１５施行 Ｈ２２．４．１施行予定 Ｈ２２．４．１施行予定 Ｈ２２．４．１施行予定

市民の定義

第1章　総則
（定義）
第2条　この条例において「市民」
とは、市内に住所を有する者、市
内で働き、若しくは学ぶ者及び市
内において事業活動その他の活
動を行うもの若しくは団体をいう。

第1章　総則
（定義）
第2条　この条例において、次の
各号に掲げる用語の意義は、そ
れぞれ当該各号に定めるところに
よる。
（1）　市民　市内に住む人並びに
そこで学び、及び働く人をいう。
（5）　地域活動団体　地域で自主
的に公共的活動を行う、地域ごと
に形成された団体をいう。
（6）　非営利活動団体　自主的に
公共的活動を行う団体であって、
営利を目的とせずに活動する団
体（前号に定めるものを除く。）を
いう。
（7）　事業者　市内において事業
活動を行う企業その他の団体（前
2号に定めるものを除く。）をいう。

第1章　総則
（定義）
第2条　この条例において、次の
各号に掲げる用語の意義は、当
該各号に定めるところによる。
（1）　市民　市内に居住し、通勤
し、又は通学する個人およびしな
いで事業を行い、又は活動を行う
個人または法人その他の団体を
いう。

第1章　総則
（定義）
第2条　この条例において使用す
る用語の意義は、次のとおりとし
ます。
（1）　住民　本市の区域内に住所
を有する者をいいます。
（2）　市民　次のいずれかに該当
するものをいいます。
ア　住民
イ　本市の区域内に通勤し、又は
通学する者
ウ　本市の区域内で事業を営み、
又は活動する個人及び法人その
他の団体（以下「事業者、地域団
体、市民活動団体等」といいま
す。）

第1章　総則
（定義）
この条例において、次の各号に掲
げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
（1）　市民　市内に居住する者、
市内で働く者及び学ぶ者、市内に
不動産を所有する者並びに市内
で事業活動その他活動を行う者
及び団体をいう。

第1章　総則
（定義）
第2条　この条例において使用す
る用語の意義については、次のと
おりとします。
（1）　市民　市内に住所を有する
者、市内に通勤し、または通学す
る者および市内で活動する法人
その他の団体をいいます。

大分市に住んでいる人、働く人、
学ぶ人を市民とし、事業者や地
域活動団体等も含む。

市民の権利

第2章　市民
第1節　市民の権利
（まちづくりに参加する権利）
第6条　すべての市民は、まちづく
りに参加することができる。

（市政の情報を知る権利）
第7条　すべての市民は、市政に
関する情報について、公開又は
提供を求めることができる。

第2章　市民の権利及び責務
（市民の権利）
第4条　市民は、個人として尊重さ
れ、市民としての幸せを求めてい
く権利を有する。
2　市民は、市政に参画する権利
を有する。
3　市民は、平等に行政サービス
を受ける権利を有する。

第2章　市民、議会および執行機
関の役割と責務
第1節　市民
（市民の知る権利）
第6条　市民は、市政に関する情
報について、知る権利を有する。

（市民の参画の権利）
第7条　市民は、人種、信条、性
別、社会的身分等にかかわらず、
市政および地域のまちづくりに参
画する権利を有する。
2　市民は、参画に当たっては、そ
の自主性が尊重されるとともに、
参画することまたは参画しないこ
とによって不利益な取扱いを受け
ない。

第2章　市民、市議会及び市長等
の役割
（市民の権利）
第5条　市民は、日本国憲法及び
法令に定める権利を有するととも
に、自治の基本理念を実現するた
め、次に掲げる権利を有します。
ただし、法令上保有できないもの
を除きます。
（1）　市長等及び市議会に対し
て、情報を求める権利
（2）　市政・まちづくりに参画し、意
見を表明し、又は提案する権利

第2章　市民
（自治における市民の権利）
1　市民は、人間として等しく尊重
され、幸福な生活を営む権利を有
する。
2　市民は、自らの知見及び経験
等に基づき得た情報を市政に提
供する権利を有するとともに、市
が保有する情報を知り、これを活
用する権利を有する。

（子どもの権利）
1　子どもは、市民の一員として、
それぞれの年齢に応じて自治を
担うことができる。
2　子どもは、自治の主体となるこ
とを自覚しながら成長できる環境
を与えられなければならない。

第5章　市民
（市民の権利及び責務）
第16条　市民は、自由かつ平等
にまちづくりに参加する権利を有
します。
2　市民は、市が保有する情報に
ついて知る権利を有します。

・安心・安全・快適に暮らす権利
・市の情報を得る権利
・市民参画をする権利
・市のサービスを受ける権利

個人情報保護も権利の一つと考
えるが、慎重な取扱いをする。

市民の責務

第2節　市民の責務
（市民の責務）
第8条　市民は、互いにまちづくり
に参加する権利を尊重し、相互の
理解及び協力に基づいてまちづく
りを進めるものとする。
2　市民は、まちづくりの主体であ
ることを認識するとともに、まちづ
くりに参加するよう努めるものとす
る。
3　市民は、まちづくりに参加する
に当たっては、自らの発言と行動
に責任を持つものとする。

（市民の責務）
第5条　市民は、一人ひとりが互
いに助け合い、市政に協力し、公
共的活動に積極的にかかわりを
持つ責務を負う。
2　市民は、行政サービスに伴う市
税等を負担する責務を負う。

（市民の役割と責務）
第8条　市民は、自治の主体とし
て、地域社会の活性化を図るとと
もに、市政および地域の課題の解
決に主体的に取り組むものとす
る。
2　市民は、参画の機会を積極的
に活用するよう努めるとともに、参
画に当たっては、公共的な視点に
立って、自らの発言と行動に責任
を持たなければならない。
3　市民は、法令等の定めるところ
により納税等の義務を果たすもの
とし、また、選挙権を有する市民
は、その行使の機会を生かすよう
に努めるものとする。

（市民の責務）
第6条　市民は、日本国憲法及び
法令に定める義務を有するととも
に、自治の基本理念を実現するた
め、次に掲げる責務を果たしま
す。
（1）　市政・まちづくりへ積極的に
参画し、又は自らまちづくりに取り
組むよう努めること。
（2）　市政・まちづくりへの参画に
当たっては、自らの発言と行動に
責任を持つこと。

（自治における市民の責務）
1　市民は、自治の主体であること
を自覚して、「人を大切にするま
ち」の実現に努めるものとする。
2　市民は、自治の主体としての
自らの発言と行動に責任を持たな
ければならない。
3　市民は、市政運営に伴う負担
を分担するものとする。

（市民の権利および責務）
第16条
3　市民は、まちづくりの主体とし
ての役割を認識し、互いに尊重
し、協力してまちづくりを推進する
よう努めるものとします。
4　市民は、それぞれができる範
囲でまちづくりに参加するよう努
めるものとします。
5　市民は、まちづくりに参加する
際には、自らの発言と行動に責任
を持たなければなりません。

・応分の負担を負う

　　　　　条例名
項目

他都市における「自治基本条例」の市民部会に関する条文内容
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　　　　　条例名
項目

他都市における「自治基本条例」の市民部会に関する条文内容

事業者等の責務

（事業者の責務）
第9条　事業者は、地域社会を構
成する一員としての社会的責任を
認識し、地域社会との調和を図
り、暮らしやすい地域社会の実現
に寄与するよう努めるものとす
る。

第4章　公共的活動
（地域活動団体の役割）
第16条　地域活動団体は、地域
内の市民の意見の集約を図り、そ
の地域における公共的課題の解
決に努めるものとする。

（非営利活動団体の役割）
第17条　非営利活動団体は、自ら
の公共的活動を行うとともに、他
の公共的活動を先導し、及び協
力しながら、その補完に努めるも
のとする。

（事業者の役割）
第18条　事業者は、市民の就業と
就業時間外の活動との均衡の保
持に努め、自らも公共的活動に協
力するものとする。
2　事業者は、自然環境及び良好
な居住環境が守られるよう配慮す
るほか、自ら進んで社会的責任を
負担しなければならない。

（市民の責務）
第6条
2　事業者、地域団体、市民活動
団体等は、その事業又は活動が
社会生活に及ぼす影響に十分配
慮するとともに、社会との調和に
努め、まちづくりに取り組みます。

（事業活動その他の活動を行う者
の責務）
　事業活動その他の活動を行う者
及び団体は、市民自治を担う一員
としての責任を認識し、地域社会
の維持・発展に寄与するよう努め
るものとする。

・事業者及び地域活動団体等
は、地域社会を構成する一員と
しての社会的責任を認識し、地
域社会との調和を図り、暮らし
やすい地域社会の実現に寄与
するよう努めるものとする。（札
幌市を参考）

・地域の活動に、その地域内の
企業等も参加しやすくなる体制
を盛り込めれば良い。

・地域コミュニティは、大人から
子どもへと引き継ぐような継続
性が大事である。

その他

（自立及び互助）
第19条　公共的活動の実施に
当たっては、自らできることは
自らが、身近な地域社会でで
きることはその中で、互いに話
し合い、助け合い、及び連携し
ながら、率先して行うものとす
る。

・地域のことは地域で支えあ
う仕組みづくりが盛り込まれ
るべき。

・地域コミュニティを形成する
観点からも「自助・共助・公
助」が大事である。
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